


































1.意義と役割 

人体が胎内にある時期には,その環境因子と成長発育に必要な因子のほとんどすべてを母

体に依存している。ところが,出生を境にしてその後は,自身の営みによってその生命を維

持し,成長発育していかなければならない。この人体の発育生理上の大転換期に,なんらか

の病態に陥った生体の管理には,種々の臓器の形態的,機能的未熟性と個体差とがあいまっ

て,多くの特異性と困難性があることが知られている。 

ことに,出生直後の生体での栄養摂取の不足,すなわち異化状態の持続は,高ビリルビン血

症,高カリウム血症,高窒素血症などを惹起することが 1960 年代後半から指摘されてきて

おり,また最近では,新生児は出生体重の少ないものほど,体重あたりのエネルギーおよび

栄養素の蓄積が少ないので,飢餓またはそれに近い状態におかれた時には,その状態に耐え

うる期間が非常に短いものであることも強調されている。さらに,10 年くらい前から,幼若

期の脳発育が栄養状態に依存することが注目を集めている。 

一般的にみて,重症の消化管奇形をはじめとする重篤疾患を有する新生児外科症例の大半

は,手術前には正常な経口的な栄養摂取が障害されている症例が少なくなく,また,手術を

施行されたとしても,術後長期にわたって十分な経口栄養を行い得ない症例がみられる。こ

のような症例では,術前には嘔吐により水分電解質の異常喪失をきたしており,さらに,飢

餓により異化状態に陥っている。したがって,外科的治療の施行にあたっては,その体液異

常および栄養障害を非経腸的経路により可及的に是正してから手術を行うことが大切であ

る。また,術後に比較的長期にわたり経口(腸)栄養が途絶したり,不十分であるような場合,

さらには,手術により消化吸収能に低下が惹起された場合などでは,前述のいくつかの理由

に加え,手術侵襲からの回復,創傷治癒の促進,合併症の防止,およびきわめて長期にわたる

例では患児の成長発育といった観点からも,経静脈的な栄養補給を考慮しなければならな

い。すなわち,今日,新生児期の外科的疾患の治療にあたっては,完全静脈栄養に代表される

積極的な経静脈栄養は不可欠な補助治療法であるといっても過言ではない。（平井慶徳) 


